
年度事業　事後評価（決算） 事務事業マネジメントシート

1

3

5

01 04 01 06 事業1 事業2 経・臨

02 02 臨時

期間限定複数年度

( 年度～ 年度）

単位 区分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度

見込

実績

見込

実績

見込

実績

単位 区分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度

目標

実績

目標

実績

令和 5 令和６年８月 作成

事業番号 事務事業名 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 所管課名 建設部下水道経営課 所属長名 阿部　知可

方向性 くらしを守る 係・グループ名 営業係

重点施策 安全で安心なまちをつくる 根拠法令等 浄化槽法、廿日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

施策方針 下水道の整備 基本事業

会計 款 項 目 予算上の事業名

一般会計 衛生費 保健衛生費 環境保全対策費 生活排水対策事業

１　事務事業の概要

①事業期間 ②事業内容（事業概要を簡潔に記載。期間限定複数年度は全体の事業計画を記載） ③開始したきっかけ（いつ頃、どんな経緯で）

単年度繰返し

単年度のみ

２　事務事業の対象・意図・活動・成果指標

主な活動内容 活動指標（活動の規模）

50 50 41 41 41 

22 29 25 

対象（誰、何を対象にしているのか）　　 対象指標（対象の規模）

- - 8,736 8,450 8,415 

9,169 8,783 8,485 

意図（対象をどのような状態にしたいのか） 成果指標（意図の達成度）

50 50 41 41 41 

22 29 25 

結果（結びつく施策の意図は何か） 施策の成果指標

84.1 86.2 88.3 90.5 93.2 

80.2 81.0 81.6 

３　事務事業の予算・コスト概要

事業費(A) 　（円） 15,424,000 10,404,000 14,198,000 12,026,000 -2,172,000 16,996,000 

国庫支出金 4,900,000 2,649,000 1,791,000 5,015,000 3,224,000 4,236,000 

県支出金 2,542,000 1,050,000 1,795,000 718,000 -1,077,000 1,851,000 

市　債 0 

その他特財 0 

一般財源 7,982,000 6,705,000 10,612,000 6,293,000 -4,319,000 10,909,000 

業務延べ時間　（時間） 100 100 100 100 0 

人件費(B)　（円） 431,000 439,000 426,000 436,000 10,000 0 

トータルコスト(A+B) 15,855,000 10,843,000 14,624,000 12,462,000 -2,162,000 16,996,000 

主な支出項目 令和5年度（決算） 備考

合併処理浄化槽設置整備事業補助金 12,026,000 円

円

円

円

117 

予算科目

生活排水によって生じる公共用水域の水質汚濁を防止し市民の生活環境
の保全及び公衆衛生の向上のため、合併処理浄化槽を設置する者が行う
補助金の交付の対象となる事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補
助金を交付する。

平成６年度制定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廿日市市合併処理浄化槽設置整備事業補助金
交付要綱

合併処理浄化槽設置整備に対する補助

→ ア 補助金申請件数 件

→ イ

→ ウ

公共下水道全体計画区域のうち公共下
水道事業計画区域に含まれない区域及
び浄化槽整備区域内の人口

→ ア
左記のうち、汲み取り及び単独処理
浄化槽使用人口

人

→ イ

→ ウ

快適な生活環境、向上した公衆衛生の
中で生活する状態

→ ア 補助金交付件数 件

→ イ

→ ウ

・衛生的な生活環境の中で暮らす
・合併処理浄化槽設置の促進により、汚水処
理人口普及率を増加させ、公共用水域の水
質汚濁を防止し、市民の生活環境の保全及
び公衆衛生の向上を図る

→ ア
汚水処理人口普及率
（汚水処理人口／行政人口）

％

→ イ

年度 令和2年度決算 令和3年度決算 令和4年度決算 令和5年度決算 前年度比 令和6年度（予算）

財
源
内
訳



５　事業評価（令和 5 年度決算の評価）

削減 維持 増加

向上 　 　 　

維持 　 ○ 　

低下 　 　 　

事業番号 117 事務事業名 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 所管課名 建設部下水道経営課

４　事務事業の環境変化・住民意見等

①政策体系との整合性（この事務事業の目的は市の政策体系に結びついているか。意図することが結果に結びついているか。）

②市が関与する妥当性（この事業は市が行わなければならないものか。税金を投入して行うべき事業か。住民や地域民間等に任せることはできないか。）

③対象・意図の妥当性（事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地がないか。）

④成果の向上余地（成果向上の余地はないか。成果を向上させる有効な手段はないか。何が原因で成果が向上しないのか。）

⑤廃止・休止の成果への影響（事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は。目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか。）

⑥類似事業との統合や連携による改善余地（類似事業（市の事業に限らない）はないか。類似事業との統合や連携によって成果をより向上させることはできないか。）

⑦事業費の削減余地（成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか。）

⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地（成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか。）

⑨受益機会・費用負担の適正化余地（事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか。受益者負担は公平・公正となっているか。）

６　事業評価の総括と今後の方向性

①上記の評価結果 ②全体総括（振り返り・成果・反省点）・ 評価結果の根拠

Ａ 　目的妥当性

Ｂ　 有効性

Ｃ　 効率性

Ｄ　 公平性

③今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可 ④改革改善案による成果・コストの期待効果

今後の改革改善案

コスト

⑤改革改善案を実施する上で解決すべき課題

（廃止・休止、完了の場合は記入不要）

① 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）
はどう変化しているか。開始時期あるいは５年前と
比べてどう変わったのか。

② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取
り組み経緯

③ この事務事業に対して、関係者（住民、議
会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意
見や要望が、どの程度寄せられているか。

生活環境の保全及び公衆衛生の向上について市
民の意識が高まっている。

令和元年度に廿日市市合併処理浄化槽設置整備事
業補助金交付要綱の一部改正をし、補助金額等を拡
充した。ホームページへの掲載、広報で周知、浄化槽
工事業者に周知を行った。

令和３年度に、住民から、浄化槽の故障等によ
る合併処理浄化槽→合併処理浄化槽への切り
替えの際にも補助金を適用してほしいとして、補
助金対象拡大の要望があった。

理由
説明

公共用水域の水質汚濁防止、生活環境の保全及び公衆衛生の向上、汚水処理人口の普及のため、合併処
理浄化槽の設置を補助していくことは、政策体系に結びついていると言える。

理由
説明

補助金交付事務については、現行制度では、市が市民に対し交付した補助金の財源を国、県、市で概ね1/3
ずつ賄っている。市民を対象とした補助金の交付であるため、市が主体となるべき事業である。

理由
説明

単独処理浄化槽や汲み取り便所から、合併処理浄化槽へ転換する際の自己負担額が、公共下水道へ接続
する際の受益者負担金や、関連工事費などの自己負担額と同等の水準になるよう、今後も、補助金の額等
を定期的に見直す必要がある。

理由
説明

市内には約5,600基の単独処理浄化槽が現存しており、これらの住宅等から排出される生活雑排水は、未処理で公共用
水域に放流されている。これらの住宅等では、便所の水洗化というメリットを享受しているため、市の補助金を差し引いて
も100万円に迫る金額を自己負担してまで、また、故障してもいない単独処理浄化槽を敢えて廃止してまで、法的に義務
付けられていない合併処理浄化槽への転換を図る市民は極めて少ない。そのため成果は伸び悩んでいる。

理由
説明

公共下水道未普及地域の汚水処理設備は主に浄化槽である。浄化槽整備地域内に設置済みのみなし浄化
槽（単独処理）や汲み取り便所が設置された住居から排出される生活雑排水は、環境への負荷が大きいた
め、浄化槽（合併処理）への転換補助、また新築に対する新設の補助が必要である。

理由
説明

汚水処理未普及地域への補助金制度の周知等、改善余地がある。

効
率
性
評
価

理由
説明

汚水処理構想で計画的に浄化槽人口も増やすこととなっているため、事業費の削減は考えていない。

理由
説明

委託するほどの事務量ではない。

公
平
性
評
価

理由
説明

市ホームページや広報で全体に周知しており、受益機会は公平である。

合併処理浄化槽設置に係る市民の負担をより軽減することができれば、市民が合併処理浄
化槽を設置する動機付けになるものと考える。

浄化槽整備区域等において、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上のた
めには、合併処理浄化槽の普及・促進が必要であり、そのためには市が設置工
事に要する経費の一部を補助することで、設置者の経済的負担の軽減を図る必
要があることから、現状維持とする。

成果

汲み取り便所、単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換をより、一層推進していく必要がある。

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価

　適切 　見直しの余地有り

　改善の余地有り

　改善の余地有り

　見直しの余地有り

　拡充

　目的再設定

　休止・廃止

　現状維持

　改善

　向上余地がある　

　目標水準に達している

　見直し余地がある　

　結びついている

　見直し余地がある　

　妥当である

　見直し余地がある　

　適切である

　影響がない　

　影響がある

　改善余地がある　

　改善余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　見直し余地がある　

　公平・公正である

　適切

　適切

　適切

　完了



年度事業　事後評価（決算） 事務事業マネジメントシート

1

3

5

事業1 事業2 経・臨

期間限定複数年度

( 年度～ 年度）

単位 区分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度

見込

実績

見込

実績

見込

実績

単位 区分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度

目標

実績

目標

実績

目標

実績

単位 区分 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 7 年度

目標

実績

目標

実績

令和 5 令和６年８月 作成

事業番号 事務事業名 公共下水道事業 所管課名 建設部下水道建設課 所属長名 森島　直樹

方向性 くらしを守る 係・グループ名 計画係

重点施策 安全で安心なまちをつくる 根拠法令等 下水道法、廿日市市下水道条例ほか

施策方針 下水道の整備 基本事業

会計 款 項 目 予算上の事業名

下水道事業会計 資本的支出 建設改良費 公共下水道事業

１　事務事業の概要

①事業期間
②事業内容（事業概要を簡潔に記載。期間限定複数年度は全体の事業計画を記
載）

③開始したきっかけ（いつ頃、どんな経緯で）

単年度繰返し

単年度のみ

２　事務事業の対象・意図・活動・成果指標

主な活動内容 活動指標（活動の規模）

110,760 110,120 109,480 108,840 108,200 

116,866 116,248 115,984 

8.0 8.0 8.0 8.0 

8.2 9.9 5.6 

対象（誰、何を対象にしているのか）　　 対象指標（対象の規模）

76,180 77,803 79,427 81,051 83,206 

74,238 75,232 75,854 

1,622 1,645 1,674 1,690 -

1,625 1,654 1,670 

意図（対象をどのような状態にしたいのか） 成果指標（意図の達成度）

84.1 86.2 88.3 90.5 93.2 

80.2 80.9 81.6 

(80.1) (81.8) (83.6)

結果（結びつく施策の意図は何か） 施策の成果指標

68.8 70.7 72.5 74.5 76.9 

63.9 64.9 65.6 

(68.3) (69.6) (71.0) (72.3) (73.7)

３　事務事業の予算・コスト概要

事業費(A) 　（円） 4,476,749,952 5,786,357,133 4,805,502,093 3,620,910,975 -1,184,591,118 5,565,087,000 

国庫支出金 1,169,373,000 1,454,719,834 1,122,052,725 720,523,695 -401,529,030 1,548,150,000 

県支出金 0 

企業債 2,409,900,000 2,257,900,000 2,148,000,000 1,322,400,000 -825,600,000 2,542,700,000 

その他特財 897,476,952 2,073,737,299 1,535,449,368 1,577,987,280 42,537,912 1,474,237,000 

一般財源 0 0 0 0 0 0 

業務延べ時間　（時間） 26,460 24,570 24,570 24,570 0 

人件費(B)　（円） 114,093,000 107,872,000 104,804,000 107,328,000 2,524,000 0 

トータルコスト(A+B) 4,590,842,952 5,894,229,133 4,910,306,093 3,728,238,975 -1,182,067,118 5,565,087,000 

主な支出項目 令和5年度（決算） 備考

建設改良費（管渠・ポンプ場・処理場） 1,919,212,264 円

企業債償還金 1,675,596,490 円

円

円

予算科目

安心で快適な暮らしを支えるため、生活基盤施設である下水道を計画的に
整備し、下水道の利用できる快適な生活基盤整備を進める。
公共下水道事業である廿日市・大野・宮島の各処理区においては、汚水整
備及び雨水整備を、特定環境保全公共下水道事業である佐伯・吉和の処
理区においては、汚水整備を実施している。
なお、宮島・吉和の処理区においては、（汚水整備が）概成している。

下水道の目的である、生活環境の改善や公共
用水域の水質保全、浸水の防除を図る必要性
から、昭和49年の宮島町での事業着手を皮切り
に旧市町村単位でそれぞれ実施し、順次供用
開始している。

生活基盤施設である下水道の整備

→ ア 人口 人

→ イ 汚水整備管渠延長 km

→ ウ

市民（公共下水道全体計画区域内）

→ ア （下水道）処理区域内人口 人

→ イ （下水道）処理区域面積 ha

→ ウ

アクションプランに基づき公共下水道整
備を進め、汚水処理人口普及率を向上
させることで、「衛生的な生活環境の中
で暮らす」の実現を図る。

→ ア
汚水処理人口普及率
（汚水処理人口/行政人口）

％

→ イ 参考（人口実績値で目標を算定）

→ ウ

衛生的な生活環境の中で暮らす

→ ア
下水道処理人口普及率
（処理区域内人口/行政人口）

％

→ イ 参考（Ｒ３から経営戦略を反映）

年度 令和2年度決算 令和3年度決算 令和4年度決算 令和5年度決算 前年度比 令和6年度（予算）

財
源
内
訳



５　事業評価（令和 5 年度決算の評価）

削減 維持 増加

向上 　 　 　

維持 　 ○ 　

低下 　 　 　

事業番号 事務事業名 公共下水道事業 所管課名 建設部下水道建設課

４　事務事業の環境変化・住民意見等

①政策体系との整合性（この事務事業の目的は市の政策体系に結びついているか。意図することが結果に結びついているか。）

②市が関与する妥当性（この事業は市が行わなければならないものか。税金を投入して行うべき事業か。住民や地域民間等に任せることはできないか。）

③対象・意図の妥当性（事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地がないか。）

④成果の向上余地（成果向上の余地はないか。成果を向上させる有効な手段はないか。何が原因で成果が向上しないのか。）

⑤廃止・休止の成果への影響（事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は。目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか。）

⑥類似事業との統合や連携による改善余地（類似事業（市の事業に限らない）はないか。類似事業との統合や連携によって成果をより向上させることはできないか。）

⑦事業費の削減余地（成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか。）

⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地（成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか。）

⑨受益機会・費用負担の適正化余地（事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか。受益者負担は公平・公正となっているか。）

６　事業評価の総括と今後の方向性

①上記の評価結果 ②全体総括（振り返り・成果・反省点）・ 評価結果の根拠

Ａ 　目的妥当性

Ｂ　 有効性

Ｃ　 効率性

Ｄ　 公平性

③今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可 ④改革改善案による成果・コストの期待効果

今後の改革改善案

コスト

⑤改革改善案を実施する上で解決すべき課題

（廃止・休止、完了の場合は記入不要）

① 事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令
等）はどう変化しているか。開始時期あるいは５年
前と比べてどう変わったのか。

② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取
り組み経緯

③ この事務事業に対して、関係者（住民、議
会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意
見や要望が、どの程度寄せられているか。

生活環境の改善や公共用水域の水質保全、浸水
の防除を図るため、公共下水道事業及び特定環境
保全公共下水道事業の推進は必要である。

平成29年度に策定した「廿日市市汚水処理施設整備
構想」（アクションプラン）に基づき、計画的な整備を実
施しているところである。現在は、令和3年度に策定さ
れた経営戦略と整合を図りつつ、より効率的な整備を
進めている。

近年では、（住民からの）公共下水道の整備要
望や問い合わせが増加傾向にある。　

理由
説明

下水道事業の三大目的（生活環境の改善、公共用水域の水質保全、浸水の防除）は、第６次総合計画の施
策方針「下水道の整備」で意図する「衛生的な生活環境の中で暮らす」と一致している。

理由
説明

下水道法に基づき、市が実施する事業である。

理由
説明

生活環境の改善や公共用水域の水質保全、浸水の防除を図るため、公共下水道事業及び特定環境保全公
共下水道事業の推進は必要である。

理由
説明

令和5年度末で目標値より△6.9ポイントとなっているが、行政人口の推計値と実績値の差異や経営戦略に
基づく下水道事業費の平準化等が主因である。令和７年度以降に予定している住宅団地の公共下水道へ
の接続等により、下水道処理人口普及率の目標値と実績値の乖離が改善されると見込んでいる。

理由
説明

社会基盤整備の廃止や休止については、環境・衛生面に大きな影響がでることは必須であり、影響を少なく
する手段についても考えにくい。（個別浄化による環境悪化や浸水のリスク）

理由
説明

未普及対策においては、幹線管渠や人口密集地の整備を優先するなど、限られた予算の中で効率的な執
行に取り組んでいる。

効
率
性
評
価

理由
説明

公共工事については、常にコストを意識して実務にあたる必要がある。

理由
説明

既に、発注ロッドの最適化や監督支援業務を外注するなど、できる業務改善に取り組んでいる。

公
平
性
評
価

理由
説明

下水道事業は、その多くを使用料収入により賄っており、受益者負担の公平・公正の観点に基づき、事業を
進めている。

目的妥当性や公平性は適切であり、事業実施自体の必要性は評価できる。
もともと事業量の多い職場であり、限られた人員の中で、公共下水道事業を効率的に推進
するために、業務改善等に取り組んでいる。ただ、工事におけるコスト縮減については常に
意識して取り組む必要がある。

現在の事業規模をある程度維持しつつ、より効率的な事業の推進を図る必要が
ある。

成果

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価

　適切 　見直しの余地有り

　改善の余地有り

　改善の余地有り

　見直しの余地有り

　拡充

　目的再設定

　休止・廃止

　現状維持

　改善

　向上余地がある　

　目標水準に達している

　見直し余地がある　

　結びついている

　見直し余地がある　

　妥当である

　見直し余地がある　

　適切である

　影響がない　

　影響がある

　改善余地がある　

　改善余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　削減余地がある　

　削減余地がない

　見直し余地がある　

　公平・公正である

　適切

　適切

　適切

　完了


